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(57)【要約】
本発明は、操作部とマルチルーメンチューブとの接続部
位の固定強度を確保しつつ部品間の水密性及び気密性を
確実に維持しかつマルチルーメンチューブのサブルーメ
ンの流体の流通を阻害しないチューブ体の固定構造を提
供することを目的とし、そのために、基端部と先端部と
を有しメインルーメン１２ａとメインルーメンよりも内
径が小さいサブルーメン１２ｂとが長手軸に沿って内設
され両ルーメンが基端部にそれぞれ開口する柔軟な第１
のチューブ体１２と、メインルーメンの基端部が挿入さ
れて連通接続される口金部１３ｇを有する第１の固定部
材１３ｃと、第１のチューブ体に外装されると共に第１
のチューブ体を介して口金部に付勢される圧接部を有す
る第２の固定部材１３ｄと、圧接部よりも基端側でサブ
ルーメンと連通接続される接続部と接続部から延出され
る延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体１５とを備
える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端部と先端部とを有し、メインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小さいサブ
ルーメンとが長手軸に沿って内設され、前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開口する
柔軟な第１のチューブ体と、
　前記メインルーメンの前記基端部が挿入されて連通接続される口金部を有する第１の固
定部材と、
　前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第１のチューブ体を介して前記口金部に
付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、
　前記圧接部よりも基端側で前記サブルーメンと連通接続される接続部と、前記接続部か
ら延出される延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体と、
　を備えたことを特徴とするチューブ体の固定構造。
【請求項２】
　前記口金部と前記メインルーメンとの間を水密に接続する水密保持部を有することを特
徴とする請求項１に記載のチューブ体の固定構造。
【請求項３】
　前記水密保持部は、長手軸方向において前記圧接部と前記接続部との間に設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載のチューブ体の固定構造。
【請求項４】
　前記水密保持部は、Ｏ（オー）リングであることを特徴とする請求項２又は請求項３の
いずれかに記載のチューブ体の固定構造。
【請求項５】
　前記圧接部は、前記サブルーメンへの付勢を避けることが可能な切欠部を有することを
特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一つに記載のチューブ体の固定構造。
【請求項６】
　前記延出部は、前記第１の固定部材の外側又は前記第２の固定部材の内側に設けられた
連通溝に固定配置されていることを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一つに記載
のチューブ体の固定構造。
【請求項７】
　前記口金部は、前記メインルーメンと前記第１の固定部材の外側とを連通させる連通孔
を有することを特徴とする請求項１～請求項６のいずれか一つに記載のチューブ体の固定
構造。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか一つに記載のチューブ体の固定構造を備え、
　内視鏡挿入部が前記連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であり、前記内視鏡
の前面側外表面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接続された先端ノ
ズル部が前記チューブ体の前記先端部に設けられていることを特徴とする内視鏡洗浄シー
ス。
【請求項９】
　内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにおいて、
　請求項８に記載の内視鏡洗浄シースと、
　前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、
　を含んで構成されていることを特徴とする内視鏡システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、マルチルーメンチューブ等のチューブ体を水密性及び気密性を保持しなが
ら確実に固定するチューブ体の固定構造、及び上記マルチルーメンチューブ等のチューブ
体を用いる内視鏡洗浄シースと、この内視鏡洗浄シースを含む内視鏡システムに関するも
のである。
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【背景技術】
【０００２】
　従来、内視鏡を含む内視鏡システムにおいては、内視鏡の挿入部等の先端面に設けられ
る観察用窓，照明用窓等の前面に向けて噴霧状混合流体を吹き付けて、各窓の表面に付着
した付着物等を除去する構成を備えた内視鏡洗浄シース等が種々提案され実用化されてい
る。
【０００３】
　この種の従来の内視鏡洗浄シースの一般的な構成としては、内視鏡等を挿通配置するシ
ース挿入部と、このシース挿入部の先端側に設けられ装着された内視鏡等の観察用窓等の
外表面の付着物等を洗浄するために例えば気体と液体とを混合させて霧状化した混合液を
噴出させる噴霧ノズルを備えた先端ノズル部と、上記シース挿入部の基端側（手元側）に
設けられ上記噴霧ノズルへの気体，液体を供給操作する操作部等によって主に構成されて
いる。
【０００４】
　このうち、上記シース挿入部は、柔軟性を有する軟性チューブからなり、内視鏡等を挿
通させるための大径のメインルーメンと、これより小径で気体及び液体をそれぞれ別個に
供給するための複数の（少なくとも二つの）サブルーメンとを有するマルチルーメンチュ
ーブが採用されている。また、上記操作部は、例えば硬性部品、例えば樹脂成形部品や金
属加工部品等によって構成されているのが普通である。
【０００５】
　従来の内視鏡洗浄シースにおいて、上記操作部と上記シース挿入部（マルチルーメンチ
ューブ）とを接続するためには、例えば上記操作部を構成する二つの部品によってマルチ
ルーメンチューブの基端部を挟持することで固定する形態のものが一般的に実用化されて
いる。上記操作部と上記シース挿入部（マルチルーメンチューブ）との接続部位において
は、一般に、充分な固定強度を確保すると同時に、部品間の水密性及び気密性を確保する
必要がある。これに加えて、内視鏡洗浄シースにおいては、シース挿入部（マルチルーメ
ンチューブ）のサブルーメンに気体や液体等の流体を通すために、マルチルーメンチュー
ブの基端部を操作部の二つの構成部品によって挟持した状態でサブルーメン内の気体や液
体等の流体の流通を阻害しないための工夫、例えばサブルーメンを押し潰さないように、
例えばサブルーメンの周囲空間に逃げ空間を設ける等の構成上の工夫が必要となる。
【０００６】
　しかしながら、例えばサブルーメンの周囲空間に逃げ空間を設けるといった構成では、
サブルーメンの配置される部位において密着性が低下して、必要な水密性や気密性を確保
できない可能性が生じることもある。そこで、マルチルーメンチューブと、これを押圧す
る部品との間に弾性部材を挟み込むことによって、サブルーメンの流通を確保しつつ、部
品間の密着性を向上させるといった構成が考えられている。
【０００７】
　例えば、特開２０１０－３５６２１号公報によって開示されている手段は、メインルー
メンとサブルーメンとを有するマルチルーメンチューブの基端側にオサエ管を接続して固
定するチューブ体の固定構造において、オサエ管をメインルーメンに内挿し、マルチルー
メンチューブの外側にテーパー管を介して締め付け管を配置している。ここで、締め付け
管はオサエ管に対してネジ結合することによって固定される構成となっている。
【０００８】
　この構成において、マルチルーメンチューブは、オサエ管の外周面とテーパー管の内周
面との間に挟み込まれた状態で、締め付け管がテーパー管を付勢する形態になる。これに
よって、マルチルーメンチューブは、オサエ管の外周面に向けてテーパー管に付勢され固
定されるように構成される。ここで、サブルーメンの基端側には、弾性を有して形成され
る流体供給パイプ（弾性体）が挿入固定されているので、マルチルーメンチューブがオサ
エ管の外周面とテーパー管の内周面との間で挟持された形態となっても、サブルーメンは
押し潰されないように構成されており、よって流体の流通が確保されるというものである
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。
【０００９】
　ところが、上記特開２０１０－３５６２１号公報等によって開示されている手段によれ
ば、マルチルーメンチューブの端部を二つの構成部品（オサエ管，テーパー管）によって
挟持して固定する構成において、サブルーメンに流体供給パイプ（弾性部材）を配置する
と、その固定部分では部分的に充分な固定強度を確保することができなくなると共に、固
定部分に隙間が生じると必要な密封性も確保できないことになる。特に、マルチルーメン
チューブは、内視鏡を取り付けた時や、その状態での使用中（術中）には外力を受けて伸
縮することがあるために、弾性部材自体まで伸縮してしまうと密封性を確保し得ないこと
になる。
【００１０】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視
鏡洗浄シース等において、操作部とシース挿入部（マルチルーメンチューブ）とを接続す
る接続部位の充分な固定強度を確保しつつ、部品間の水密性及び気密性を確実に維持し、
かつシース挿入部（マルチルーメンチューブ）のサブルーメンの気体や液体等の流体の流
通を阻害しないようにするためのチューブ体の固定構造を提供することである。
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、上記チューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シースと
、この内視鏡洗浄シースを含む内視鏡システムを提供することである。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様のチューブ体の固定構造は、基端部と先端
部とを有しメインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小さいサブルーメンとが長手
軸に沿って内設され前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開口する柔軟な第１のチュー
ブ体と、前記メインルーメンの前記基端部が挿入されて連通接続される口金部を有する第
１の固定部材と、前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第１のチューブ体を介し
て前記口金部に付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、前記圧接部よりも基端側で
前記サブルーメンと連通接続される接続部と前記接続部から延出される延出部とを有する
柔軟な第２のチューブ体とを備えている。
　本発明の一態様の内視鏡洗浄シースは、上記チューブ体の固定構造を備え、内視鏡挿入
部が前記連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であり、前記内視鏡の前面側外表
面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接続された先端ノズル部が前記
チューブ体の前記先端部に設けられている。
　本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにおい
て、上記内視鏡洗浄シースと、前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、を含んで構
成されている。
【００１３】
　本発明によれば、内視鏡洗浄シース等において、操作部とシース挿入部（マルチルーメ
ンチューブ）とを接続する接続部位の充分な固定強度を確保しつつ、部品間の水密性及び
気密性を確実に維持し、かつシース挿入部（マルチルーメンチューブ）のサブルーメンの
気体や液体等の流体の流通を阻害しないようにするためのチューブ体の固定構造を提供す
ることができる。
【００１４】
　また、上記チューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シースと、この内視鏡洗浄シー
スを含む内視鏡システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、本発明の一実施形態のチューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シー
スの概略構成図
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【図２】図２は、図１の内視鏡洗浄シースにおけるシース挿入部（マルチルーメンチュー
ブ）の拡大断面図
【図３】図３は、図１の内視鏡洗浄シースにおけるシース挿入部（マルチルーメンチュー
ブ）と操作部との接続部位を示す要部拡大斜視図
【図４】図４は、図１の内視鏡洗浄シースの正面図
【図５】図５は、図４の［５］－［５］線に沿う断面図
【図６】図６は、図４の［６］－［６］線に沿う断面図
【図７】図７は、図６の［７］で示す部位の要部拡大図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。
【００１７】
　以下に説明する一実施形態は、本発明のチューブ体の固定構造を適用する医療用具とし
て、例えば内視鏡の挿入部を挿通し得るチューブ体からなるシース挿入部と、そのシース
挿入部の基端に接続される操作部と、上記シース挿入部の先端に接続される先端ノズル部
とからなり、この先端ノズル部には上記チューブ体（シース挿入部）に挿通した内視鏡等
の観察用窓，照明用窓等の前面側外表面の付着物等を洗浄するための噴霧ノズルを備えた
形態の内視鏡洗浄シースと、この内視鏡洗浄シースを用いる内視鏡システムを例示するも
のである。
【００１８】
　なお、以下の説明に用いる各図面においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の
大きさとするため、各構成要素毎に縮尺を異ならせて示している場合がある。したがって
、本発明は、これらの図面に記載された構成要素の数量，構成要素の形状，構成要素の大
きさの比率及び各構成要素の相対的な位置関係は、図示の形態のみに限定されるものでは
ない。
【００１９】
　本発明の一実施形態のチューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シースの構成を、図
１～図７を用いて以下に説明する。
【００２０】
　本実施形態のチューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シース１の全体的な概略構成
を図１に示す。この内視鏡洗浄シースは、先端ノズル部１１と、軟性チューブ体であり第
１のチューブ体であるシース挿入部１２と、操作部１３と、制御スイッチ部１４等によっ
て主に構成されている。
【００２１】
　先端ノズル部１１は、シース挿入部１２の先端部分を受け入れて一体となるように接続
されている。この先端ノズル部１１は、硬性樹脂若しくは金属部材等の硬質性部材によっ
て全体が略円筒形状に形成されている。
【００２２】
　先端ノズル部１１の前面側には、上記シース挿入部１２に挿通配置された内視鏡（不図
示）の先端面の観察用窓，照明用窓等（不図示）の前面側外表面に付着した付着物等を洗
浄するために霧状化させた混合液を噴出させるための噴霧ノズル１１ａが一体に配設され
ている。
【００２３】
　シース挿入部１２は、先端側に先端ノズル部１１が一体に接続されており、基端側には
操作部１３が一体に接続されている。シース挿入部１２としては、内視鏡挿入部（不図示
）を挿通させる大径の管路と、上記先端ノズル部１１の噴霧ノズル１１ａから霧状化した
混合液を噴出させるための気体及び流体を流通させる複数の管路（本実施形態では二本）
とを有し、全体が軟性素材を用いてチューブ状に形成された所謂マルチルーメンチューブ
が採用されている。
【００２４】
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　シース挿入部１２の断面形状は、例えば図２に示すように形成されている。即ち、シー
ス挿入部１２は、上記内視鏡挿入部（不図示）が挿通される大径の管路である一本のメイ
ンルーメン１２ａと、このメインルーメン１２ａの外周寄りの部位に形成される複数（本
実施形態では二本）のサブルーメン１２ｂとを有して形成されている。上記二本のサブル
ーメン１２ｂのうち一方は気体を流通させる送気用管路であり、他方は水等の液体を流通
させる送液用管路である。そして、上記二本のサブルーメン１２ｂの形成されている部分
は、図２に示すように、径方向において外方に若干突出するように形成されている。これ
により、上記シース挿入部１２は、断面が全体として略円形の外周部を有し、その外周部
の一部に複数（二つ）の凸状部を有して形成される外径形状を有している。
【００２５】
　シース挿入部１２自体は、上述したように軟性素材を用いて形成されているので、例え
ば上記サブルーメン１２ｂが形成されている部位（上記凸状部）に外表面から外力が加わ
ると、当該サブルーメン１２ｂによって形成される各管路は潰される形態に変位するが、
シース挿入部１２の断面形状は全体として略円形状に近い形態を維持する。このとき、各
管路が潰される形態となっても問題が生じないように、当該シース挿入部１２は軟性を有
している。
【００２６】
　簡略に説明すると、マルチルーメンチューブからなる上記シース挿入部１２は、基端部
と先端部とを有し、柔軟性を有して形成されており、メインルーメン１２ａと、該メイン
ルーメン１２ａよりも内径が小さいサブルーメン１２ｂとが長手軸に沿って内設されてい
て、両ルーメン１２ａ，１２ｂは基端部にそれぞれ開口している。
【００２７】
　先端ノズル部１１の内部には、当該先端ノズル部１１とシース挿入部１２とが接続状態
となったときに、該シース挿入部１２の二本のサブルーメン１２ｂの各管路がそれぞれ接
続される流路（不図示）が形成されている。さらに、各流路は先端ノズル部１１の内部お
いて一本の流路に合流し、最終的に噴霧ノズルに連通している。この構成により、上記シ
ース挿入部１２の二本のサブルーメン１２ｂを介して流れてくる気体及び液体は、先端ノ
ズル部１１内で混合され霧状化された後、噴霧ノズル１１ａの噴出口（不図示）から当該
内視鏡洗浄シース１に挿通配置された内視鏡の先端面の観察用窓，照明用窓等（不図示）
に向けて噴霧される。
【００２８】
　上記シース挿入部１２の基端側には操作部１３が連設されている。この操作部１３は、
二つの構成部材、即ち第１の固定部材である第１本体部１３ｃと、第２の固定部材である
第２本体部１３ｄとによって構成されている。操作部１３の基端側を構成する第１本体部
１３ｃには、シース挿入部１２のメインルーメン１２ａに対して上記内視鏡挿入部（不図
示）を挿通させるための基端開口１３ａ（図３参照）が形成されている。この基端開口１
３ａは、第１本体部１３ｃを貫通する空間（連通孔）を形成する筒状部１３ｇ（図５，図
６参照）の基端開口となっている。そして、筒状部１３ｇの先端側には先端開口１３ｂが
形成されている。つまり、上記基端開口１３ａと上記先端開口１３ｂとは、操作部１３内
の所定空間を介して連通している。そして、この筒状部１３ｇは、上記シース挿入部１２
のメインルーメン１２ａの基端部が外周側に密着状態で圧入固定される。換言すると、上
記筒状部１３ｇは、メインルーメン１２ａの基端部を連通接続する口金部として形成され
ている。
【００２９】
　他方、操作部１３の先端側を構成する第２本体部１３ｄには、上記シース挿入部１２の
基端部を圧入固定した状態の筒状部１３ｇを挿通させ得る径寸法を有する開口１３ｈが形
成されている。
【００３０】
　そして、上記シース挿入部１２の基端部を筒状部１３ｇに圧入固定した状態の第１本体
部１３ｃと、第２本体部１３ｄとを組み合わせると、上記シース挿入部１２の基端部は、
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第１本体部１３ｃと第２本体部１３ｄとの間に挟み込まれた状態で固定されている（図５
参照）。換言すると、第２本体部１３ｄは、シース挿入部１２に外装されるように配置さ
れる。この状態で、第２本体部１３ｄは、シース挿入部１２を介して筒状部１３ｇに付勢
されるように配置される。この場合において、当該第２本体部１３ｄがシース挿入部１２
を介して筒状部１３ｇに付勢される部位を圧接部というものとする（図５の符号［Ａ］参
照）。なお、この圧接部Ａは、第２本体部１３ｄにおける開口１３ｈの内周面に相当する
部位である。
【００３１】
　操作部１３の内部においては、上記第１本体部１３ｃの筒状部１３ｇの外周面上に、弾
性部材であるＯ（オー）リング１３ｆが配設されている。したがって、上記第１本体部１
３ｃと第２本体部１３ｄとは、メインルーメン１２ａを挟持した状態で水密性及び気密性
を確保している。換言すると、上記筒状部１３ｇ（口金部）と上記メインルーメン１２ａ
との間には水密に接続する水密保持部であるＯ（オー）リング１３ｆが配設されている。
【００３２】
　この水密保持部は、当該シース挿入部１２の長軸方向において、上記圧接部Ａ（第２本
体部１３ｄがシース挿入部１２を介して筒状部１３ｇに圧接する部位）と、後述するサブ
ルーメン１２ｂと接続チューブ１５との接続部との間に設けられている。
【００３３】
　この構成により、上記基端開口１３ａから内視鏡挿入部（不図示）を挿通させると、同
内視鏡挿入部は、操作部１３内の筒状部１３ｇの上記所定空間を挿通して先端開口１３ｂ
から上記シース挿入部１２のメインルーメン１２ａ内に挿通させ得るように構成されてい
る。
【００３４】
　ここで、上記第２本体部１３ｄの開口１３ｈは、正面から見たときの形状は、図４に示
すように全体がメインルーメン１２ａに合わせて略円形状に形成されていると共に、外周
面上の複数部位（本実施形態においては二箇所）に複数（二本）のサブルーメン１２ｂの
配置及び形状にほぼ合わせた所定の範囲に、開口１３ｈの径方向に向けて外方に突出する
複数の切欠部１３ｅが形成されている。つまり、切欠部１３ｅは、サブルーメン１２ｂへ
の付勢を避け得る形状で、上記第２本体部１３ｄにおける圧接部Ａに形成されている。
【００３５】
　したがって、図５に示すように、上記シース挿入部１２の基端部の外周面は、上記第２
本体部１３ｄの開口１３ｈの内周面と、上記第１本体部１３ｃの筒状部１３ｇの外周面と
の間に挟み込まれて押し潰された形態で水密性及び気密性が確保されて、上記圧接部Ａに
おいて密着固定されている（図５参照）。
【００３６】
　一方、図６に示すように、上記シース挿入部１２の基端部のうちの各サブルーメン１２
ｂは、それぞれが対応する切欠部１３ｅ（二つ）内に納まるように配設されている。これ
により、各サブルーメン１２ｂは、上記第２本体部１３ｄと上記第１本体部１３ｃとの間
において両部材１３ｄ，１３ｃによって押し潰されることなく、流路が確保された状態で
操作部１３内部に固定されている。
【００３７】
　さらに、操作部１３の内部には、柔軟性を有し短筒形状からなる第２のチューブ体であ
る複数（二本）の接続チューブ１５が、第１本体部１３ｃの筒状部１３ｇの外側の所定の
位置に固定配置されている。二本の接続チューブ１５は、二本のサブルーメン１２ｂに各
対応して設けられている。これらの接続チューブ１５は、上記圧接部Ａ（図５参照）より
も基端寄りの接続部にて各サブルーメン１２ｂの各最基端部分に圧入固定されることによ
り連通接続されている。各接続チューブ１５は、上記接続部から延出する延出部を有し、
その延出部の基端が後述する制御スイッチ部１４に接続されている。
【００３８】
　なお、接続チューブ１５の延出部は、第１本体部１３ｃ（第１の固定部材）の外側又は
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第２本体部１３ｄ（第２の固定部材）の内側の所定の空間である連通溝１３ｋ（図６，図
７参照）に固定配置されている。
【００３９】
　制御スイッチ部１４は、上記操作部１３と一体に形成されていて、送気操作及び噴霧操
作を制御する操作スイッチ１４ａ等を備えて構成されている。制御スイッチ部１４には、
送気送液装置から延出される送気チューブ及び送液チューブ（不図示）の先端が接続され
る複数の接続金具１４ｂ（図１では一つのみが図示されている）が設けられている。そし
て、制御スイッチ部１４の内部には、上記接続金具１４ｂ（複数）から上記操作スイッチ
１４ａを介して当該操作部１３に接続された上記シース挿入部１２の二本のサブルーメン
１２ｂに至る流路が形成されている（不図示）。
【００４０】
　なお、上記操作スイッチ１４ａは、例えば二段スイッチによって構成されている。上記
操作スイッチ１４ａは、例えば一段目の押圧操作によって送気動作を実行する。この状態
（一段目の押圧操作状態）からさらに押し込む操作（二段目の押圧操作）を行なうと、送
気動作に加えて送液動作が実行される。これにより、先端ノズル部１１の噴霧ノズル１１
ａの噴出口から霧状化した混合液が噴霧される。
【００４１】
　本実施形態のチューブ体の固定構造を簡略に説明すると次のように構成されている。即
ち、チューブ体であるマルチルーメンチューブ（シース挿入部１２）の基端部は、操作部
１３を構成する２つの部品、即ち第１本体部１３ｃ，第２本体部１３ｄによって挟み込ん
だ形態で固定されている。ここで、第１本体部１３ｃと第２本体部１３ｄとの間は、弾性
部材であるＯ（オー）リング１３ｆによって水密性及び気密性が確保されている。また、
マルチルーメンチューブ（シース挿入部１２）のうち複数のサブルーメン１２ｂは、上記
第２本体部１３ｄに形成された切欠部１３ｅに配置されることによって、各サブルーメン
１２ｂの流路が確保されている。さらに、操作部１３の内部においては、各サブルーメン
１２ｂの最基端部分に接続チューブ１５が圧入固定されている。この接続チューブ１５は
、第１本体部１３ｃと第２本体部１３ｄとの間に固定配置されている。ここで、接続チュ
ーブ１５は、上記Ｏ（オー）リング１３ｆの配設位置に重ならないように配置されている
。この構成によって、各サブルーメン１２ｂと上記操作スイッチ１４ａとの間の流路が確
保されている。
【００４２】
　このような本実施形態のチューブ体の固定構造が適用された上記内視鏡洗浄シース１は
、内視鏡を含む内視鏡システムと組み合わせて使用される。その内視鏡を含む内視鏡シス
テムは、従来一般に実用化されている通常形態の内視鏡システムが適用される。その内視
鏡システムの構成としては、例えば内視鏡と、光源装置等からなり、内視鏡を挿通させた
上記内視鏡洗浄シース１を挿通させる管状部材からなるトロッカー等を含めたシステムで
ある。
【００４３】
　ここで、上記内視鏡洗浄シース１を使用する際の作用を以下に簡単に説明する。まず、
内視鏡の内視鏡挿入部を上記内視鏡洗浄シース１の操作部１３の基端開口１３ａから操作
部１３内部に向けて挿入する。すると、上記内視鏡挿入部は、操作部１３の筒状部１３ｇ
内を挿通し、先端開口１３ｂから突出する。先端開口１３ｂには、シース挿入部１２のメ
インルーメン１２ａが接続されている。したがって、上記内視鏡挿入部は、シース挿入部
１２のメインルーメン１２ａ内を挿通して、最終的に先端ノズル部１１近傍部位に至る。
こうして、内視鏡挿入部は上記内視鏡洗浄シース１に挿通された状態になる。この状態の
内視鏡洗浄シース１を、例えばトロッカー等へと挿通配置させる。この状態とすることに
よって、内視鏡を用いた体腔内の観察等を行うことができる。そして、その場合において
、内視鏡前面側外表面に付着物等が付着する等により、内視鏡観察画像が阻害されるよう
な状況になったときには、制御スイッチ部１４の操作スイッチ１４ａを操作することによ
って、先端ノズル部１１の噴霧ノズル１１ａの噴出口から気体若しくは霧状化した混合液
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【００４４】
　以上説明したように上記一実施形態によれば、操作部１３の第１本体部１３ｃと第２本
体部１３ｄとの２つの部品を用いてシース挿入部１２（マルチルーメンチューブ）のメイ
ンルーメン１２ａを挟み込むようにして固定する固定位置と、弾性部材であるＯ（オー）
リング１３ｆの配設位置とは、シース挿入部１２の軸方向において異なる位置となるよう
に設定している。また、シース挿入部１２（マルチルーメンチューブ）に外力が加わらな
い側、即ち第１本体部１３ｃの側にＯ（オー）リング１３ｆ（弾性部材）を配置している
。この構成により、シース挿入部１２の伸縮の影響を受けずに、メインルーメン１２ａの
水密性及び気密性を保持することができる。
【００４５】
　また、シース挿入部１２のサブルーメン１２ｂの基端と接続チューブ１５との圧入接続
部位は、上記Ｏ（オー）リング１３ｆにかからない（乗り上げることの無い）部位に配置
している。この構成により、サブルーメン１２ｂの流路を確保しながら、操作部１３内の
水密性及び気密性を確保することができる。
【００４６】
　したがって、内視鏡洗浄シース１におけるチューブ体でありマルチルーメンチューブを
適用したシース挿入部１２と操作部１３との本実施形態の固定構造において、シース挿入
部１２の複数のサブルーメン１２ｂの流路を確保しながら、操作部１３に対するシース挿
入部１２の固定を確実に行なって操作部１３内の水密性及び気密性を維持することができ
る。
【００４７】
　なお、本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない
範囲内において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さら
に、上記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件に
おける適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態
に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課
題が解決でき、発明の効果が得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明と
して抽出され得る。
【００４８】
　本出願は、２０１３年５月１６日に日本国に出願された特願２０１３－１０４３２６号
を優先権主張の基礎として出願するものである。
【００４９】
　上記基礎出願により開示された内容は、本願の明細書と請求の範囲と図面に引用されて
いるものである。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年9月17日(2014.9.17)
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　この発明は、マルチルーメンチューブ等のチューブ体を水密性及び気密性を保持しなが
ら確実に固定する内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造、及び上記マルチルー
メンチューブ等のチューブ体を用いる内視鏡洗浄シースと、この内視鏡洗浄シースを含む
内視鏡システムに関するものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視
鏡洗浄シース等において、操作部とシース挿入部（マルチルーメンチューブ）とを接続す
る接続部位の充分な固定強度を確保しつつ、部品間の水密性及び気密性を確実に維持し、
かつシース挿入部（マルチルーメンチューブ）のサブルーメンの気体や液体等の流体の流
通を阻害しないようにするための内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造を提供
することである。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明の他の目的は、上記内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造を適
用した内視鏡洗浄シースと、この内視鏡洗浄シースを含む内視鏡システムを提供すること
である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の
固定構造は、基端部と先端部とを有しメインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小
さいサブルーメンとが長手軸に沿って内設され前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開
口する柔軟な第１のチューブ体と、前記メインルーメンの基端部に挿入されて連通接続さ
れる口金部を有する第１の固定部材と、前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第
１のチューブ体を介して前記口金部に付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、前記
圧接部よりも基端側で前記サブルーメンと連通接続される接続部と前記接続部から延出さ
れる延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体とを備えている。
　本発明の一態様の内視鏡洗浄シースは、上記内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固
定構造を備え、内視鏡挿入部が前記連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であり
、前記内視鏡の前面側外表面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接続
された先端ノズル部が前記チューブ体の前記先端部に設けられている。
　 本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにお
いて、上記内視鏡洗浄シースと、前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、を含んで
構成されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　本発明によれば、内視鏡洗浄シース等において、操作部とシース挿入部（マルチルーメ
ンチューブ）とを接続する接続部位の充分な固定強度を確保しつつ、部品間の水密性及び
気密性を確実に維持し、かつシース挿入部（マルチルーメンチューブ）のサブルーメンの
気体や液体等の流体の流通を阻害しないようにするための内視鏡洗浄シースにおけるチュ
ーブ体の固定構造を提供することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、上記内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造を適用した内視鏡洗浄シー
スと、この内視鏡洗浄シースを含む内視鏡システムを提供することができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端部と先端部とを有し、メインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小さいサブ
ルーメンとが長手軸に沿って内設され、前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開口する
柔軟な第１のチューブ体と、
　前記メインルーメンの基端部に挿入されて連通接続される口金部を有する第１の固定部
材と、
　前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第１のチューブ体を介して前記口金部に
付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、
　前記圧接部よりも基端側で前記サブルーメンと連通接続される接続部と、前記接続部か
ら延出される延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体と、
　を備えたことを特徴とする内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項２】
　前記口金部と前記メインルーメンとの間を水密に接続する水密保持部を有することを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項３】
　前記水密保持部は、長手軸方向において前記圧接部と前記接続部との間に設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項４】
　前記水密保持部は、Ｏ（オー）リングであることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡
洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項５】
　前記圧接部は、前記サブルーメンへの付勢を避けることが可能な切欠部を有することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項６】
　前記延出部は、前記第１の固定部材の外側又は前記第２の固定部材の内側に設けられた
連通溝に固定配置されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけ
るチューブ体の固定構造。
【請求項７】
　前記口金部は、前記メインルーメンと前記第１の固定部材の外側とを連通させる連通孔
を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定
構造。
【請求項８】
　請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造を備え、
　内視鏡挿入部が前記連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であり、前記内視鏡
の前面側外表面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接続された先端ノ
ズル部が前記チューブ体の前記先端部に設けられていることを特徴とする内視鏡洗浄シー
ス。
【請求項９】
　内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにおいて、
　請求項８に記載の内視鏡洗浄シースと、
　前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、
　を含んで構成されていることを特徴とする内視鏡システム。
【手続補正書】
【提出日】平成27年1月16日(2015.1.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の
固定構造は、基端部と先端部とを有しメインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小
さいサブルーメンとが長手軸に沿って内設され前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開
口する柔軟な第１のチューブ体と、前記メインルーメンの基端部に挿入されて連通接続さ
れる口金部を有する第１の固定部材と、前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第
１のチューブ体を介して前記口金部に付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、前記
圧接部よりも基端側で前記サブルーメンと連通接続される接続部と前記接続部から延出さ
れる延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体とを備えている。
　本発明の一態様の内視鏡洗浄シースは、上記内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固
定構造を備え、内視鏡挿入部が後述の連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であ
り、前記内視鏡の前面側外表面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接
続された先端ノズル部が前記チューブ体の前記先端部に設けられている。
　 本発明の一態様の内視鏡システムは、内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにお
いて、上記内視鏡洗浄シースと、前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、を含んで
構成されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基端部と先端部とを有し、メインルーメンと該メインルーメンよりも内径が小さいサブ
ルーメンとが長手軸に沿って内設され、前記両ルーメンが前記基端部にそれぞれ開口する
柔軟な第１のチューブ体と、
　前記メインルーメンの基端部に挿入されて連通接続される口金部を有する第１の固定部
材と、
　前記第１のチューブ体に外装されると共に前記第１のチューブ体を介して前記口金部に
付勢される圧接部を有する第２の固定部材と、
　前記圧接部よりも基端側で前記サブルーメンと連通接続される接続部と、前記接続部か
ら延出される延出部とを有する柔軟な第２のチューブ体と、
　を備えたことを特徴とする内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項２】
　前記口金部と前記メインルーメンとの間を水密に接続する水密保持部を有することを特
徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項３】
　前記水密保持部は、長手軸方向において前記圧接部と前記接続部との間に設けられてい
ることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項４】
　前記水密保持部は、Ｏ（オー）リングであることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡
洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項５】
　前記圧接部は、前記サブルーメンへの付勢を避けることが可能な切欠部を有することを
特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造。
【請求項６】
　前記延出部は、前記第１の固定部材の外側又は前記第２の固定部材の内側に設けられた
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連通溝に固定配置されていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけ
るチューブ体の固定構造。
【請求項７】
　前記口金部は、前記メインルーメンと前記第１の固定部材の外側とを連通させる連通孔
を有することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定
構造。
【請求項８】
　請求項７に記載の内視鏡洗浄シースにおけるチューブ体の固定構造を備え、
　内視鏡挿入部が前記連通孔を介して前記メインルーメンに挿入可能であり、前記内視鏡
の前面側外表面に送液可能な噴霧ノズルを備え前記サブルーメンが連通接続された先端ノ
ズル部が前記チューブ体の前記先端部に設けられていることを特徴とする内視鏡洗浄シー
ス。
【請求項９】
　内視鏡と光源装置とを含む内視鏡システムにおいて、
　請求項８に記載の内視鏡洗浄シースと、
　前記内視鏡洗浄シースを挿通する管状部材と、
　を含んで構成されていることを特徴とする内視鏡システム。
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装配在所述第一管状体内部的压力接触部分和柔性第二管构件15具有从
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